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現 場 説 明 書 追 加 事 項 
 
 工事名 灘崎町総合公園フットサルコート照明LED化更新工事  

工  種 種  別 説    明    事    項 

 技術者の適 
正配置 
 
 
 
 
 
 
 
 
施工時間帯 
 
 
 
 

１．請負代金額 4,500万円以上の工事については、主任技術者又は監理技
術者は専任とする。ただし、当初契約時における「請負代金額」は「許容
価格」と読み替えて適用する。 

 
２．専任となる期間は、工事着手日から工事検査日までとし、修補等の指示

を受けた場合は修補完了日までとする。 
  なお、この期間における技術者の変更は基本的に認めない。ただし、病

気・退職等やむを得ない特別な事情がある場合は、この限りではない。この
場合、変更となる事由を書面にて本市に申し出、承認を得ること。 

 
１．本工事の施工時間帯は昼間施工（8:00～17:00）で考えているが、関係

機関との協議により、これにより難い場合は監督員と協議すること。 
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工  種 種  別 説    明    事    項 

一般事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共通仮設費 

 
 
 
 
その他 

 

変更後請負 
代金額の算 
出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
交通規制 
 
 
 
 
 
その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技術管理費 
 
 
 
 
 
追加 

１．請負代金額に変更があった場合の変更後請負代金額の算出は、次の式に
よる。 

 
変更後請負代金額 
               当初請負代金額(税込) 
＝（変更後設計金額(税抜)×                      )×（1＋消費税率） 
               当初設計金額(税込) 
 
  上記の算定式で、括弧内の計算の結果、10,000円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てる。 
 
 
 
 本工事において、極力交通規制が伴わない工法又は、交通規制の期間が短
縮される方法について検討し監督員に提出すること。 
 
 

 
 
１．現道の交通処理については、万全を期するものとする。また、工事中一

般交通等に支障を及ぼさないように安全確保に努めること。 
 
２．関係者との協議等に伴う要望事項については、監督員に報告すること。 
 
３．工事期間中、沿道住民等の第三者により苦情、又は意見があった場合は

丁寧に対応し直ちに監督員に報告するとともに適切な処置を講じなけれ
ばならない。 

 
４．施工に際し、現道の路面を損傷あるいは汚損しないようにすること。尚、

路面汚損防止対策が必要な場合は、監督員と協議すること。 
 
５．現地の状況により既設構造物施設等の取壊し、復旧及び移設等の必要が

生じた場合は、監督員と協議すること。 
 
 
１．受注者は当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査、諸経費動向
調査、施工合理化調査及び施工形態動向調査の対象工事となった場合には、
調査等の必要な協力をすること。 
工期経過後においても同様とする。経過後においても同様とする。 
 
 
 既存灯具の撤去後の運搬処分費用については、既存製品の内容確認後追加
する予定であるため、監督員と協議すること。 

 


